
連帯保証人
必要となる場合があります。
ただし、法人代表者以外は原則不要です。

S D G ｓ 推 進 に 取 り 組 む 中 小 企 業 を 支 援 し ま す ！

SDGｓ推進保証なごや

お 客 様 総 合 相 談 窓 口 ☎ 0 5 2 - 2 1 2 - 3 0 1 1

ご 利 用
で き る 方

保 証 金 額

資 金 使 途
保 証 期 間

融 資 利 率

担 保

保 証 料 率

必 要 書 類

当協会の保証対象資格を満たし､次の(1)または(2)に該当する個人､会社または
医療法人
（１）「名古屋市SDGs推進プラットフォーム※」の会員であること
（２）(1)に該当しないものの、SDGs推進にかかる取り組みを行っているまた

は行おうとしており､その取組内容がSDGsの17の目標のいずれかに該当
していること

２億8,000万円以内

運転資金 10年以内
設備資金 10年以内
※ただし、設備資金かつ有担保の場合は１5年以内

金融機関所定利率

必要に応じて要します

所定の「説明書」

区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9

年率％ 1.80 1.65 1.45 1.25 1.05 0.90 0.70 0.50 0.35

①担保の提供がある場合は､上記保証料率から0.1％引き下げます。
②会計参与を設置している会社の場合は､上記保証料率から0.1％引き下げます。

各区分の保証料率を
通常より0.1％割引

「名古屋市SDGs推進プラットフォーム※」会員のかたは会員証の写し

※名古屋市SDGs推進プラットフォームとは、名古屋市がSDGsに取り組む企業・団体・大学等を会員とし､名古屋市域全体に
おけるSDGsの取り組みの一層の向上を図ることを目的に設置されたプラットフォームです。

本制度の要件に該当する場合は、固定金利かつ
利率優遇のある名古屋市融資制度を利用すること
が可能です。詳しくは、「経営強化支援資金 大口
資金 ～SDGs推進（利率優遇）～」 のリーフ
レットをご覧ください。

～名古屋市融資制度のご案内～


